
 

北海道教育大学附属図書館札幌館ソーシャルメディアアカウント運用ポリシー 
 

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ２ 日   
附属図書館札幌館⻑裁定  

 
 
第１条 運用目的 

北海道教育大学附属図書館札幌館（以下、「札幌館」という。）に関する以下の情報提供
を行うことで本館利用者の利便性を高め、札幌館に対する理解及び愛着を深めること
を図るとともに、札幌館の活動内容を広く社会に発信し、地域の学びの拠点としての国
立大学附属図書館の責務に応えるものとするため。 
（１）札幌館の開閉館情報、施設および設備に関する情報 
（２）札幌館が実施し、または本館に関連するサービス、イベント等に関する情報 
（３）その他、北海道教育大学、学術情報に関する情報 
 

第２条 運用主体 
運用主体は北海道教育大学附属図書館札幌館とする。 
 

第３条 運用アカウント情報 
札幌館が運用するアカウント（以下、「本アカウント」という）は以下のとおりとする。 
 名称 北海道教育大学附属図書館札幌館 
 アカウント ID @hue_libsap 
 URL https://twitter.com/hue_libsap 
 

第４条 運用方針 
本アカウントの運用方針については、下記のとおりとする。 
（１）本アカウントがフォローするアカウントは北海道教育大学関係アカウントのほ
か、学術情報機関公式アカウント、官公庁ならびに公的団体公式アカウント等、運営主
体が確認でき、運用上有益な情報を提供しているアカウントとする。 
（２）運用上、本アカウントからのアクションは前項に該当するアカウント宛に行うこ
とを原則とする。ただし、必要性に応じて前項に該当しないアカウントへのアクション
を行う場合、札幌館からの支持を表すものではないものとする。 
（３）本アカウントへのコメントまたは返信（リプライ）、リツイート（引用リツイー
トを含む）、ダイレクトメッセージ等を経由しての問合せ等には対応しない。 
（４）以下の事項に該当する返信（リプライ）、リツイート（引用リツイートを含む）、
ダイレクトメッセージの送付等を本アカウント宛に行ったアカウントは、事前の予告



 

なくブロックおよびスパム報告を行うことができるものとする。 
 一 公序良俗に反するもの 
 二 法令に違反または違反するおそれがあるもの 
 三 特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの 
 四 政治・宗教・営利活動を目的とするもの 
 五 人種・思想・信条等の差別または差別を助⻑するもの 
 六 虚偽や事実と著しく異なるもの 
 七 本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの 
 八 著作権・商標権・肖像権等当館または第三者の知的所有権を侵害するもの 
 九 有害なプログラム等 
 十 その他札幌館が不適切と判断するもの 

（５）運用主体は、状況に応じ投稿した情報を削除することができる。 
（６）本アカウントを名乗る虚偽のアカウントが存在することが確認された場合は、本館
ホームページにて告知するとともに、ソーシャルメディア運営元への報告を行う。 

 
２ 前項第１号から第３号までの規定について、災害その他緊急を要する場合はこの限

りではない。 
 
第５条 知的財産権 

 本アカウントよりソーシャルメディア上に掲載した個々の情報（テキスト、画像およ
び動画等）の知的財産権は、札幌館または原情報の正当な権利を有する者に帰属する。 

２ 利用者は、私的使用または引用等著作権上認められた場合、およびソーシャルメディ
アの提供する共有機能ならびにリツイート（引用リツイート含む）機能を使用する場
合を除き、札幌館に無断で複製・転載することはできないものとする。 

 
第６条 免責事項 

本アカウントへの投稿は，細心の注意を払って行うが、情報の正確性、完全性、有用性
ならびに正当性を保証するものではない。 

２ 以下の事項等について、札幌館は何ら責任を負うものではないとする。 
一 投稿された情報を利用することにより、又は利用できなかったことにより被った
損害 
二 本アカウントに関連して生じたフォロワー間のトラブル又はその被った損害 
三 本アカウントに関連して生じたフォロワーと第三者間との間のトラブル又はその
被った損害 
四 本アカウントに投稿されたリプライ及びリツイート等 
五 その他本アカウントに関連する事項により被った損害 



 

 
第７条 運用方針の変更 

本運用方針は予告なしに変更することがある。 
 

第８条 重大事態発生の場合 
運用に支障をきたす重大な事態が発生した場合、札幌館は本アカウントの運用を停止
する等の対応を行った上、事態の改善に努めるものとする。 
 

第９条 その他 
このポリシーに定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 
 


